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市政情報ピックアップ

●第26回市民健康福祉まつり

　第26回市民健康福祉まつりでは、表彰式典と一部イベントを実施します。また、表彰式典の来場者は被表彰者と随行者の
みに限ります。

問社会福祉課福祉総務係☎㉒８２０３（市役所１階）
　日田市社会福祉協議会☎㉔７０２６

●総務省のくらし・行政なんでも相談所

▶とき　10月28日㈮　正午～午後３時
　（受付：午後２時30分まで）
▶ところ　市役所７階　大会議室
▶対応者
　【要予約】国税局、弁護士、司法書士、行政書士　
　【予約不要】
　法務局、県土木事務所、日田市、行政相談委員
▶予約申込方法
　大分行政監視行政相談センターに電話で申込み

　10月17日～23日は「行政相談週間」です。暮らしの中の困りごとを相談してみませんか。

▶予約申込期間
　10月12日㈬～25日㈫
　午前８時30分～午後５時（平日のみ）
※相談無料で秘密を厳守します。

問総務省大分行政監視行政相談センター（きくみみ大分）
　☎ 097-532-3715
　総務課行政係（３日以内窓口）☎㉒８２３３（市役所１階）

問文化財保護課埋蔵文化財係☎㉔７１７１　℻㉔７０２４
　🅼🅼 bunka@city.hita.lg.jp（市役所別館２階）

▶とき
　１０月２２日㈯　午前１０時～午後4時
※ ガランドヤ古墳１号墳は１１月～令和５年３月の第３日曜

日（午前１０時～午後４時）にも一般公開を行います。
▶ところ　ガランドヤ古墳公園（大字石井）
▶�申込方法　氏名、連絡先、希望する時間帯（1時間単

位）を右記に電話、ファックス又はメールで申込み
※時間を指定する場合があります。
※ 事前予約優先です。予約していない場合でも、当日受

付で空きがあれば見学できます。
▶申込期限　10月21日㈮　午後５時
※ １１月からの一般公開の申込みは市ホームペ
　ージ（右記二次元コード）をご確認ください。

●国史跡ガランドヤ古墳1号墳の石室を一般公開します！

　ガランドヤ古墳1号墳は、玄室奥壁に赤色の文様を緑色で縁取る技法によって、人物・動物・船など様々な絵が描かれて
いる装飾古墳です。今回、10月22日に開催される「筑後川流域装飾古墳同時公開」に合わせ、入場料無料で、石室を一
般公開します。是非、この機会にご覧ください。

10月22日㈯の「筑後川流域装飾古墳同時公開」では、
下記の古墳でも一般公開が行われます。

・朝倉市「狐塚古墳」
・うきは市「楠名古墳・塚花塚古墳・重定古墳」
・小郡市「花立山穴観音古墳」
・久留米市「寺徳古墳・日輪寺古墳」
・筑前町「仙道古墳」

▶とき　10月9日㈰
▶ところ　パトリア日田、中央公園
【各種イベント】
パトリア日田
・表彰式典　午前10時～正午
　福祉・敬老関係などの表彰
・各種作品展　午前10時～午後３時
　高齢者手づくり作品展
　障がい者（児）作品展・福祉施設利用者作品展
　園児絵画展示

パトリア日田玄関前
・健康ひろば　午前10時～午後３時
　献血コーナー
　健康推進コーナー

中央公園
・福祉ひろば　午前10時～午後３時
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「
日
田
市
市
民
意
識
調
査
」へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

令
和
２
年
３
月
に
策
定
し
た
第
６
次
日
田
市
総

合
計
画
「
第
２
期
基
本
計
画
」
の
４
年
間
の
計

画
期
間
の
う
ち
、
半
期
が
終
了
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
取
組
み
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
市
民
意
識
調

査
を
実
施
し
ま
す
。
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

の
中
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
２
千
５
０
０
人

に
対
し
て
、
調
査
票
を
届
け
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
調
査
票
は
10
月
上
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

問
地
方
創
生
推
進
課
創
生
企
画
係

　
☎
㉒
８
２
２
３
（
市
役
所
６
階
）

高
齢
者
の
安
全
運
転
を
支
援
し
ま
す

高
齢
者
の
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
に
よ
る
交
通
事

故
が
全
国
的
に
多
発
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、

こ
の
よ
う
な
高
齢
者
の
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
に

よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
、
自
家
用
車
の

安
全
運
転
支
援
装
置
の
設
置
に
対
し
、
補
助
を

行
い
ま
す
。

■
対
象
者
　
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
人

・
申
請
時
に
65
歳
以
上
と
な
る
人

・
自
動
車
運
転
免
許
証
を
保
有
し
て
い
る
人

・
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

・
暴
力
団
員
で
は
な
い
人

■
対
象
と
な
る
安
全
運
転
支
援
装
置

・ 

ペ
ダ
ル
の
踏
み
間
違
い
等
に
よ
る
急
加
速
を

抑
制
す
る
装
置

・ 

車
線
逸
脱
及
び
先
行
車
に
接
近
し
た
際
に
警

告
音
を
発
す
る
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

■
補
助
率

　
設
置
費
用
の
２
分
の
１

　（
各
上
限
　
２
万
２
０
０
０
円
）

※ 

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二
次
元

コ
ー
ド
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
生
活
安
全
係

　
☎
㉒
８
３
９
５
（
市
役
所
１
階
）

届
出
が
必
要
な
土
地
取
引
が
あ
り
ま
す

10
月
は
「
土
地
月
間
」
で
す
。
一
定
面
積
以
上

の
土
地
を
取
引
す
る
場
合
、
買
主
は
契
約
締
結

後
２
週
間
以
内
に
土
地
の
所
在
す
る
市
町
村
に

届
出
が
必
要
で
す
。

■
届
出
の
必
要
な
土
地

・
都
市
計
画
区
域
　
　
５
千
㎡
以
上

・
都
市
計
画
区
域
外
　
１
万
㎡
以
上

■�

届
出
の
必
要
な
取
引
　
売
買
、
交
換
、
営
業

譲
渡
、譲
渡
担
保
、共
有
持
分
の
譲
渡
等
（
予

約
で
あ
る
場
合
も
含
む
）

■
届
出
書
類

　 

届
出
書
、
契
約
書
の
写
し
、
位
置
図
、
周
辺

状
況
図
　
等

問
都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

　
☎
㉒
８
２
１
７
（
市
役
所
５
階
）

雨
水
を
有
効
活
用
し
ま
せ
ん
か

雨
水
貯
留
槽
、
雨
水
浸
透
ま
す
、
雨
水
浸
透
管

を
設
置
す
る
世
帯
に
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。
た
め
た
雨
水
は
、
庭
木
へ
の
散
水
や

打
ち
水
、
災
害
時
の
非
常
用
水
な
ど
に
利
用
で

き
ま
す
。

■  

対
象
　
日
田
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域

内
の
宅
地
又
は
雑
種
地

■ 

申
請
方
法
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
左
記
に
提
出
又
は
送
付

※ 

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二
次
元

コ
ー
ド
）
を
ご
覧
に
な
る
か
、
左
記
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
施
設
工
務
課
下
水
道
係

　
☎
㉒
８
１
０
２
（
市
役
所
５
階
）

地
下
水
（
井
戸
水
）
使
用
者
の
皆
さ
ん
へ

使
用
人
数
の
変
更
等
は
連
絡
を

一
般
家
庭
で
地
下
水
（
井
戸
水
）
を
使
用
し
て

い
る
場
合
は
、
住
民
票
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際

に
居
住
し
て
い
る
「
使
用
人
数
」
に
よ
っ
て
使

用
料
を
計
算
し
ま
す
。
ま
た
、
使
用
人
数
の
認

定
変
更
は
、
上
下
水
道
局
料
金
セ
ン
タ
ー
に
届

出
の
あ
っ
た
時
点
か
ら
行
い
ま
す
。
使
用
人
数

の
変
更
又
は
井
戸
水
使
用
の
中
止
等
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
必
ず
左
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二
次
元

コ
ー
ド
）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
局
料
金
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉒
８
２
２
０
（
市
役
所
５
階
）

日
田
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の

変
更
案
の
関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す

■
と
き

　
10
月
11
日
㈫
～
24
日
㈪

■
と
こ
ろ

　
施
設
工
務
課
（
市
役
所
５
階
）

■
変
更
内
容

・
工
事
完
成
の
予
定
年
月
日

・
計
画
処
理
人
口

・
汚
泥
処
理
施
設
計
画
　
等

※ 

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
中

に
意
見
書
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

問
施
設
工
務
課
下
水
道
係

　
☎
㉒
８
１
０
２
（
市
役
所
５
階
）

中
小
企
業
の
退
職
金
を
国
の
制
度
が

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
中
小
企
業
の

事
業
主
が
、
従
業
員
の
退
職
金
を
計
画
的
に
準

備
で
き
る
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。
国
か
ら
の

掛
金
助
成
が
あ
り
、
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
手

数
料
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
従
業
員
や

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
加
入
で
き
ま
す
。

※ 

詳
細
は
中
小
企
業
退
職
金
共
済
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
下
記
二
次
元
コ
ー
ド
）

　
を
ご
覧
に
な
る
か
、
左
記
に
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　
☎
０
３-

６
９
０
７-
１
２
３
４

　
商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

悩
ま
ず
ど
ん
と
こ
い
労
働
相
談
週
間

大
分
県
労
働
委
員
会
は
、
労
使
紛
争
を
解
決
す

る
た
め
の
専
門
的
な
行
政
機
関
で
す
。
解
雇
、

賃
金
未
払
い
、
労
働
条
件
な
ど
の
労
使
間
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
い
て
、
電
話
、
来
所
で
の
相
談
を
無

料
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
と
き

　
10
月
１
日
㈯
～
７
日
㈮

・ 

平
日
　
午
前
９
時
～
午
後
８
時

　（
来
所
受
付
は
午
後
７
時
ま
で
）

・ 

土
・
日
曜
日
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　（
来
所
受
付
は
午
後
４
時
ま
で
）

■ 

と
こ
ろ

　 

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
（
大
分
県
庁
舎

本
館
３
階
）

※ 

来
所
相
談
の
場
合
は
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※ 

土
・
日
曜
日
に
来
所
す
る
場
合
は
、
県
庁
舎

本
館
東
側
通
用
口
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

こ
の
期
間
以
外
で
も
、
平
日
（
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）
で
あ
れ
ば
、
随
時
労
働
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問�

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
（
相
談
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
）
☎ 

０
９
７-

５
３
６-

３
６
５
０

　
商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

お
知
ら
せ

くらしの情報【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合があります。二次元コードで確認を！


